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令
和
元
年
十
月
二
十
七
日
の
朝
日
新
聞
の
報
道
記
事
に
よ
る
と
、
朝
日
新
聞
社
が
昭
和
四
十
五
年
前
後
の
日
米
安
保
協
議
を

検
証
す
る
た
め
、
当
時
の
行
政
文
書
を
平
成
二
十
九
年
に
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年

法
律
第
四
十
二
号
）
（
以
下
「
情
報
公
開
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
開
示
請
求
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
外
務
省
が
そ
の

一
部
を
開
示
し
た
。
そ
の
中
に
昭
和
四
十
三
年
七
月
十
五
日
付
の
「
沖
縄
返
還
問
題
の
進
め
方
に
つ
い
て
」
と
い
う
外
務
省
作

成
の
行
政
文
書
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
「
米
国
と
の
信
頼
関
係
を
損
な
う
お
そ
れ
」
な
ど
を
理
由
に
表
題
が
あ
る
一
枚
目
を
除

き
ほ
ぼ
墨
塗
り
が
さ
れ
て
公
開
さ
れ
た
と
報
じ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
部
分
開
示
を
不
服
と
し
て
朝
日
新
聞
社
が
審
査
請
求
を
行
っ
た
結
果
、
諮
問
を
受
け
た
情
報
公
開
・
個
人
情
報

保
護
審
査
会
は
開
示
す
べ
き
と
判
断
、
答
申
を
行
い
、
外
務
省
は
本
年
八
月
に
開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書
を
追
加
で
開
示
し

た
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
新
た
に
開
示
さ
れ
た
部
分
と
同
じ
内
容
の
行
政
文
書
を
外
務
省
が
平
成
二
十
二
年
か
ら
既
に
公
開
し
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
（
現
在
も
同
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
）
。
こ
れ
ら
の
記
事
の
内
容
を
踏
ま
え
、

次
の
事
項
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。 



 

２ 

 

一 

本
件
に
て
、
開
示
請
求
さ
れ
た
行
政
文
書
は
外
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
と
同
一
の
も
の

か
。 

二 

朝
日
新
聞
社
の
開
示
請
求
に
お
い
て
、
当
該
行
政
文
書
を
墨
塗
り
で
一
部
不
開
示
に
て
開
示
し
た
と
の
本
件
記
事
に
書
か

れ
て
い
る
内
容
は
事
実
か
。
事
実
で
あ
れ
ば
、
既
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
よ
り
一
般
に
提
供
さ
れ
て
い
る
情
報
に
つ
い
て

「
不
開
示
情
報
」
と
し
た
こ
と
と
な
り
、
情
報
公
開
制
度
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
、
本
件
に
つ
い
て
の
政
府

の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

三 

既
に
政
府
と
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
よ
り
一
般
に
提
供
さ
れ
た
も
の
も
、
再
度
不
開
示
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
。 

四 

情
報
公
開
法
の
施
行
後
、
既
に
開
示
決
定
さ
れ
て
い
る
行
政
文
書
を
、
開
示
請
求
に
お
い
て
不
開
示
の
対
象
と
し
た
こ
と

が
あ
る
か
。
本
件
以
外
の
他
の
文
書
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
取
扱
い
と
さ
れ
た
事
案
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
具
体
例

を
示
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


